
道

明

寺

記

に

つ

い

て

中

井

眞

孝

幽

河
内
國
志
紀
郡
土
師
村

(大
阪
府
藤
井
寺
市
道
明
寺
)
に
あ
る
道
明
寺

(尼
寺
で
眞

言
律
宗
に
屬
し
、
西
大
寺
の
末
寺
)
は
、

古
く
は
土
師
寺
ど
も
呼
ん
で
、

土
師
氏
の

氏
寺
と
し
て
建
立
さ
れ
た
が
、
佛
堂
坊
舎
の
他
に
、
土
師
氏
祗
神
を
祭
祀
す
る
天

穂
日
命
瓧
、
土
師
氏
後
裔

の
菅
原
道
眞
す
な
わ
ち
天
祚
を
勸
請
し
た
天
滿
宮
を
も

合
せ
た
、
神
佛
混
淆
の
尼
寺
で
あ

っ
た
。
近
世

の
初
め
に
は
、
觀
音
堂

(本
堂
)
、

太
子
堂
、
藥
師
堂
、
食
堂
、

一
室
、

二
室
、
三
室
、
新
坊

(四
室
)
、

南
坊
、

東

墳

壽
命
隣

東
福
院
(響

は
Y

天
神
實

奥
天
神

(天
穂
日
龕

)
、

白
山
權

現

三
瓧

(伊
勢
・
膏

λ

幡
)
(甦

は
)
の
佛
宇
蘊

姦

廴

q
)

し
か
し
、
明
治
維
新
に
お
よ
び
、
政
府
の
神
佛
分
離
の
方
針
に
し
た
が
い
、
道

明
寺
も
ま
た
、
明
治
三
、
四
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
堺
縣
の
手

に
よ
り
、

「
道
明

　　

　

寺
神
佛
分
界
之
儀
」
が
斷
行
さ
れ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
天
穗
日
命
肚
と
天
神
祗

を
A口
併
し
、
土
師
神
瓧
と
號
し
て
從
前
の
釶
所
に
鎭
座
し
、
佛
堂
坊
舍
は
ほ
と
ん

　ヨ

　

ど
取
毀
さ
れ
、
わ
ず
か
に
三
室
と
松
樹
院
を
約
百
米
西
の
地
(字
乾
堂
)
へ
移
轉
し
、

尼
僣
の

「
自
費
營
膳
」
を
も

っ
て
道
明
寺
の
名
跡
と
法
燈
を
繼
ぐ
こ

ヒ

に

な

っ

道
明
寺
記
に
つ
い
て

た
。
す
な
わ
ち
近
世
ま
で
神
佛
混
淆
の
道
明
寺
は
、
近
代

に
な

っ
て
「
土
師
聯
瓧
し

(舊
村
瓧
。
現
在
は
道
明
寺
天
滿
宮

と
改
稱
。
以
下
天
滿
宮
と
よ
ぶ
。
)
と

「道
明
寺
」
(眤
善

韈

麗

簗

轉
)
雰

離

し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
で

「
神
佛
混
淆
御
引
分
」
が

一
應
は
完
了
し
た
こ
と
に
な

る
。

し

か

し

近
代
以
後

の

「
道
明
寺
」
は
神
佛
混
淆
時
代
の
舊
道
明
寺
の
名
跡
と
法
燈
を
繼
承

し
た
に
す
ぎ
ず
、

「
土
師
祚
祗
」
(「天
滿
宮
」)

は
舊
道
明
寺
の
境
内
ば
か
り
か
ほ

と
ん
ど
全
部

の
什
寳

・
古
文
書
等
を
收
得
し
た
の
で
あ
る
。
端
的
に
い
う
と
前
近

代

の
道
明
寺

の
歴
史
を

「
土
師
紳
肚
」
(「天
滿
宮
」)
が
繼
承
し
た
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
今
日
、
道
明
寺

の
歴
史
を
語
る
資
料

の
多
く
は

「
天
滿
宮
」
に
所
藏
さ

れ
て
い
る
の
で
、
道
明
寺
史

の
研
究
に
は
ま
ず

「天
滿
宮
」
を
訪
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。昨

年
の
七
月
、
筆
者
は
機
會
を
得
て

「天
滿
宮
」
の
什
寳
と
古
文
書
を
拜
見
し

た
。
そ
の
中
で
、
外
題
に

「
道
明
寺
記
謄
」
、
内
題
に

「
河
州
志
紀
郡
土
師
村
道

明
寺
尼
律
寺
記
」
と
い
う
、
上
中
下
の
三
卷
か
ら
な
る
繪
卷
物

(繪
十
八
圖
.
詞
書

+
九
段
)

に
接
し
た
。

一
見
し
て
そ
れ
が
道
明
寺
の
縁
起
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
到

明
し
た
。

つ
い
で

「
道
明
寺
」
に
て
、
や
は
り

「
河
州
志
紀
郡
土
師
村
道
明
尼
律

三
九



人

文

学

論

集

寺
記
」
と
い
う
卷
孑
本

(
一
卷
)
を
見

た
が
、

こ
れ
に
は
繪
が
な
く
詞
書
だ
け
で

あ
る
叺4
)「
天
滿
宮
」
所
藏
の

「
河
州
志
紀
郡
土
師
村
道
明
尼
律
寺
記
」

(天
滿
宮
本

と
よ
ぶ
)
と

「
道
明
寺
」
所
藏

の

「河

州
志
紀
郡
土
師
村
道
明
尼
律
寺
記

(道
明
寺

本
と
よ
ぶ
)
は
、

詞
書

の
部
分
に
つ
い
て
は
だ
い
た
い
同
じ
内
容

で
あ
る
が
、
天
滿

宮
本
の
方
が
詳
し
く
、
道
明
寺
本
は
天
滿
宮
本
を
抄
録
し
て
や
や
簡
單
で
、
兩
者

は
廣
本
と
略
本
の
關
係
に
あ
る
こ
と
が
分
っ
た
。

『大
日
本
佛
教
全
書
』
寺
誌
叢
書
第
三

(舊
版
)
に
收
録
す
る

「河
州
志
紀
郡
土

師
村
道
明
尼
律
寺
記
」
は
、
そ
の
奥
書
に
よ
る
と
、
道
明
寺
三
室
に
所
藏
さ
れ
て

來
た
寫
本

(道
明
寺
三
室
本
と
よ
ぶ
)
を
底
本
に
し
て
、

天
滿
宮
本
も
道
明
寺
本
も

底
本
に
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
佛
教
全
書
が
底
本
に
し
た
道
明
寺
三
室
本
は
、

道
明
寺
本
と
内
容
が
同

一
で
、
假
名
遣

い
に
若
干

の
相
違
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
記

事
に
出
入
り
が
な
い
。
お
そ
ら
く
道
明
寺
本
を
轉
寫
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
他
、
内
閣
文
庫
に
、
外
題
が

「
道
明
寺
縁
起
」
、
内
題
が

「
河
州
志
紀
郡
土
師

村
道
明
尼
律
寺
記
」
と
い
う
冊
子
本

(
一
冊
)
の
寫
本
が
あ
る
。

こ
れ
に
は
奥
書

が
な
い
。
道
明
寺
本
な
い
し
は
道
明
寺
三
室
本
の
轉
寫
で
、
明
治
以
降
に
内
閣
文

庫

の
架
藏
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

道
明
寺
本
は
、
そ
れ
を
轉
寫
し
た
道
明
寺
三
室
本
が
佛
教
全
書
に
刊
行
さ
れ
て

い
る
が
、天
滿
宮
本
は
、
道
明
寺
本
お
よ
び
道
明
寺
三
室
本

の
原
本
で
あ

っ
て
、
ま

だ
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
の
で
紹
介
す
る
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
第

一
に
佛
敢
全
書
に
收
録
の
道
明
寺
三
室
本
(道
明
寺
本
の
轉
寫
)
は
天
滿
宮
本

を
抄
録
し
た
略
本
で
あ
る
こ
と
、
從

っ
て
第

二
に
、
廣
本
で
あ
る
天
滿
宮
本
に
は

略
本
に
抄
録
さ
れ
な
か
っ
た
記
事
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
こ
の
道
明
寺
の
縁
起

(「
道

明
寺
記
」)
が
成
立
し
た
時
期
を
示
す
奥
書
を
は
じ
め
、
道
明
寺
史
に
欠
く
こ
と
の

四
〇

出
來
ぬ
重
大
な
事
柄
を
記
載
し
て
い
る
。
よ

っ
て
、

「道
明
寺
記
」
と
し
て
採
用

す
る
に
は
佛
教
全
書
に
收
録
す
る
よ
う
な
略
本
よ
り
も
、
成
立
年
代
も
古
く
内
容

も
は
る
か
に
優
れ
た
廣
本
の
天
滿
宮
本
の
方
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
誌

の
紙
面
を
か
り
て
天
滿
宮
本
を
紹
介
し
、
刊
本
と
し
て
の
周
知

の
略
本
の
疎
漏
を

補

い
、
若
千
の
考
證
を
施
す
こ
と
に
す
る
。

〔
天
滿
宮
本
〕

　
　
　
　

道
明
寺
記
謄
上

　
　
　
　

河
州
志
紀
郡
土
師
村
道
明
尼
律
寺
記
巻
上

(
第

一
段
)

夫
佛
日
あ
ま
ね
く
か
丶
や
き
て
ハ
、
搬
馭
盧
嶋

の
山
岳
を
照
し
、
法
水
と
を
く
な

か
れ
て
は
、
豊
秋
津
洲
の
河
海
に
漲
る
、
其
徳
た
か
く
、
其
盆
ふ
か
し
、
誰
か
こ

れ
を
思
議
せ
ん
、
こ
丶
に
河
州
志
紀
郡
土
師
村
道
明
尼
律
寺
、
も
と
は
土
師
寺
と

い
へ
り
、
こ
れ
す
な
ハ
ち
土
師
の
里
に
草
創
し
侍
る
に
よ
り
て
な
り
、
の
ち
道
明

寺
と
改
ぬ
る
こ
と

ハ
、
菅
丞
相

の
因
縁
あ
る
に
よ
れ
り
、
此
里
は
垂
仁
天
皇
の
御

宇
、
野
見
宿
称
に
は
し
め
て
土
師

の
姓
を
賜
り
て
よ
り
里
に
名
付
て
領
知
し
、
敏

逹
天
皇
の
御
宇
、
土
師
八
嶋
に
至
り
て
、
あ
ひ
つ
ゐ
て
住
居
し
侍
る
、
宅
の
北
に

高
き
岡
あ
り
、
松
老
鶴
鳴
て
、
風
景
こ
と
に
愛
し
っ
へ
し
、
此
岡
の
底
磐
根
に
、



宮

は
し

ら

ふ

と

し

き

た

て

丶
、
天

日
穗

命

を

い

つ
き

ま

つ
る
、

こ

れ

土
師

連

等

σ

遠
馨

れ
ハ
な
り
・
今
俗
に
奥
の
天
碧

い
ふ
・」
れ
也
、
後
又
牛
頭
天
王
叡
識

難

糠

婆
利
萎

嶽
整

難

髏

を
勸
請
し
て
、
相
臀

ま
つ
れ
り
、
ム
・
に

至

り

て
毎

年

八
月

朔

日

ま
り

同

廿

六

日

ま

て
、
.御

紳

事

を

と

り

お

こ

な

ふ
、

い
に

し

ヘ

ハ
御

旅

所

に
罅

輿

を

わ

た

し
奉

り

し

か

と
も

、

今

ハ
た

丶
其

式

の
ミ

に

て
、

神

輿

御

幸

の
道

の
あ

と

な

と
、

わ

つ
か

に
境
内

に
殘

れ

り

、

〔
繪
〕

(第
二
段
)

抑
當
寺

の
開
基
ハ
、
聖
徳
太
子
、
尼
繪
伽
藍
を
建
立
せ
ま
く
お
も
ほ
し
け
る
に
、

八
嶋
ち
か
ら
を
合
せ
、
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
、
ミ
つ
か
ら

の
住
宅
を
捨
て
梵
刹
と

な
せ
り
、
其
境
東
西
百

二
十
歩
、
南
北

二
百
二
十
歩
は
か
り
に
し
て
、
南
大
門
、

三
門
、
五
重
の
塔
、
金
堂
、
講
堂
、
廻
廊
、
な
ら
ひ
に
尼
僣

の
房
舍
九
軒
、
衆
會

堂
、
食
堂
、
浴
室
等
を
建
立
し
た
ま

ふ
、
是
よ
り
後
、
土
師
家
代

く
檀
越
と
な
れ

り
、
光
仁
天
皇
天
應
元
年
、
土
師
古
人

に
菅
原
姓
を
た
ま
ハ
り
て
よ
り
後
、
道
眞

公
に
至
ま
て
、
菅
家
は
い
よ
く

外
護

の
ち
か
ら
を
そ

へ
給

へ
り
、

て
寺

門

ま

す

く

繁

榮

し
、

ふ

る

き

を

お

き

な

ひ
、

あ

た
ら

し
き

を

ま

し

て
、

殿

堂

こ

と

く

く

そ

な

ハ
り

ぬ
、

ま

た
穂

日
命

の
宮

居

を

も
あ

ら

た

め
造

り

、

さ

ら

に
白
山
權
現
、
稻
荷
明
神
を
勸
請
す
、
し
か
る
ゆ
ヘ
ハ
、
元
正
天
皇

羶

老

年

中

に
、
泰
澄
法
師
、
白
山
權
現

の
眞
身
を
拜
ミ
奉
ら
ん
と
ち
か
ふ
、
と
き
に
十

一
面

觀
音
、
光
明
赫
熾
と
し
て
現
し
、
像
末
の
衆
生
を
す
く
ひ
た
ま
ハ
ん

と

約

し
給

ふ
、ま
た
稻
荷
明
神

ハ
、元
明
天
皇
和
銅
年
中
に
、
伊
奈
利
山
に
現
し
た
ま
ひ
て
よ

り
、
佛
法
擁
護
し
た
ま

へ
は
、
わ
き
て
あ
か
め
奉
り
、
二
祉
を
造
營
し
け
る
と
な

り
、
其
外
、
欽
明
、
敏
逹
、
用
明
、
崇
峻
、
推
古
、
こ
の
五
帝

の
宮
殿
を
造
り
、

聖
徳
太
子

の
靈
祠
を
い
と
な
ミ
、
か
た
ハ
ら
に
八
嶋
の
祠
堂
を
た

つ
、
又
南
門
の

ほ
か
、
東

の
方
に
客
寮
を
か
ま
ふ
、
尼
寺
の
う
ち
に
ハ
、
男
子
の
宿
を
ゆ
る
さ

丶

る
か
故
に
こ
そ
、
院
相

の
外
、
西
北

の
隅
に
あ
た
り
て
無
常
院
を
も

つ
く
れ
り
、

俗
に
乾
堂
と
い
ふ
こ
れ
な
り
、

〔
繪
〕

　　
　
　

道
明
寺
記
謄
中

〔
繪
〕

(第
111段
>

稱

徳

天

皇

紳

護

景

雲

三
年

、

あ

ら

た

に
詔

り
有

て
、

當

國

若

江

郡

稻
葉

菱

江

の

二

村

に
、

當

所

を

あ

は

せ

て
、

な

か
く

寺

領

と

さ

た

め
く

た

し

た
ま

ふ
、

こ
れ

を

も

道
明
寺
記
に
つ
い
て

　　
　
ソ

河
州
志
紀
郡
土
師
村
道
明
尼
律
寺
記
巻
中

(第
四
段
)

菅
參
議
是
善
卿

の
い
も
う
と
、
覺
壽
比
丘
尼
、
幼
よ
り
出
塵
の
こ
丶
う
さ
し
深
く

ま

し

く

て
、

御

氏
寺

な

れ

は

と

て
、

當

寺

に

お

ゐ

て
、

終

に

か

さ

り

を

お

ろ

四

一



人

文

学

論

集

し

、

戒

行

た

丶
し

く

、

道

心

堅

固

に
行

ひ

す

ま

し
給

ふ
、

こ

の
ゆ

へ
に
菅

丞

相

い

と

丶
檀

信

あ

つ
う

し

て
、

仕

官

の
暇
有

こ

と

に
、

よ

り

ー

當

寺

に
來

り

て
、

坐

禪

誦

經

な

と

、

す

へ
て
佛

門

の
事

と

り

お

こ

な

ひ

た

ま

へ
り
、

〔
繪
〕

(第
五
段
)

陽
成
院
元
慶
四
年

普
丞
但
餅

此
寺
に
於
て
、

夏

九
旬
の
間
に
、

万

三
禮

し
て
、
十

一
面
觀
世
音

の
尊
像
、
御

た
け
三
尺
は
か
り
な
る
を
彫
刻
し
、
す
な
は

ち
あ
ら
た
に

一
堂
を
造
り
て
安
置
し
給
ふ
、
今
の
本
堂
の
本
尊
是
な
り
、
此
時
丞

相

つ
く
り
給

へ
る
詩
に
い
は
く
、

一
夏
山
中
驚
耳
根

郭
公
高
響
入
禪
門

適
逢
知
己
相
憐
處

恨
在
清
談
無
酒
蹲

四

二

納

め
た
ま
ふ
へ
き
所
を
思
惟
し
給
ふ
に
、
た
ち
ま
ち
三
獪
現
し
來
り
て
、
講
堂
の

西

の
か
た
に
あ
た
り
て
、
お
さ
む
へ
き
地
を
さ
し
し
め
す
、
丞
相
三
僣
に
む
か
ひ

て
、
誰
人
に
て
い
つ
ち
よ
り
來
り
給
ふ
と
問
た
ま

へ
は
、
伊
勢
八
幡
春
日
の
祚
な

り
ヒ
い
ひ
て
、
化
し
去
給
ひ
ぬ
、
す
な
ハ
ち
其
他
を
う
か
た
せ
た
ま
ふ
に
、
た
ま

く

石
凾
を
ほ
り
出
せ
り
、
丞
相
こ
と
に
感
喜
し
て
、
や
か
て
こ
の
石
凾
に
經
を

も

り
、

土

を

も

て

上

を

き

つ
き

て
お

さ

め

た
ま

ふ
、

そ

の

丶
ち

か

の
塚

よ

り
木

檍

樹

を

の

つ
か
ら

生

出

て
、

月

く
年

く

に

し
け

ミ
を

そ

ふ
、

の
ち

回

禳

の
わ

さ

ハ
ひ

に

あ

ひ

て
枯

し

か

と

も
、

そ

の
根

な

を
く

ち

す

し

て
、

ふ

た

丶
ひ

枝
葉

生
出

て
今

に
至

り

て

さ

か

り

な

り
、

か

の
御

經

書

寫

し

た
ま

ひ

し
時

の
硯

、
今

な

を
傳

へ
て

あ

り
、

三
僣

化

現

の
あ

と

に

ハ
、

三

の
祗

を

た

て
、

そ

の
前

に
杉

二
も

と

を
植

を

き
、

影

向

の
杉

と
名

つ
け

て
、

子

葉

孫

枝

み

と
り

を

ふ
く

め
り

、

〔繪
〕

〔
繪
〕

　
　
よハ
　
　

同
八
年
、
菅
丞
相
螺

ふ
を

ひ
當
寺
に
お
ゐ
て
、
四
月
申
旬
よ
り
、
七
月
+
二

日
に
至
り
て
、
五
部

の
大
乘
轟

難

灘

轢

摩
を
書
寫
籍

ふ
に
、
衛
士
孥

な
と
の
樣
し
た
る
者
、
し
ハ
く

來

り
て
、
或
灑
掃
給
仕
し
、
あ
る
ひ
は
御
水
を

も

て
硯

に

そ

丶
く
、

丞

相

あ

や

し

ミ
給

ヘ
ハ
、

我

は
白

山

權

現

、

わ

れ

ハ
稻

荷

の

神

等

な

り
、

御

經

書

寫

の
業

を

た
す

け

侍

る

な

り

と
、

む

へ
も

か

丶
る

や

こ

と

な

き

靈
聯

の
ま

も

り
給

ふ

に

そ
、

こ

と

ゆ

へ
な

く
書

終

り
給

ひ

ぬ
、

さ

て

こ

の
經

を

(第
七
段
)

光
孝
天
皇
仁
和
二
年

丞
相
誹

ま
た
夏

當
寺
に
ゐ
ま
し
て
、
鏡
の
面
に
-
つ

か
ら
金
泥
を
も
て
阿
字
を
書
し
、
こ
の
鏡
に
む
か
ひ
て
阿
字
觀
を
修

し

た

ま

へ

り
、
そ
の
鏡

い
ま
に
あ
り
、
此
と
き
ま
た
譽
田
八
幡
宮
に

一
七
日
參

籠

し

た

ま

ふ
、
こ
と
に
七
月
十
四
日
よ
も
す
か
ら
念
誦
し
た
ま
ふ
に
、
八
幡
大
菩
薩
、
童
子

と
化
し
て
、
他

の
國
よ
り
も
我
國
、
他

の
人
よ
り
も
我
人
と
勅
し
給

ひ
、
錦

の
袋

に
寳
劔
を
入
て
、
丞
相
に
あ
た
へ
た
ま
へ
り
、
そ
の
劔
三
股
杵
を
も
て
棚
と
な
せ

り
、



〔繪
〕

(第
八
段
)

醍
醐
天
皇
延
喜
元
年
、
丞
相
辮

太
宰
權
帥
差

導

ら
れ
た
ま
ふ
ど
き
、

覆

の

い
と

ま

を
許

さ

れ

た

ま

ひ
、

當

寺

に

立

よ

り

て
、

御

わ

か

れ

の
か

た

み

と

て
、

御
舍
利
五
粒
騙

黠

馴

髦

を
覺
壽
尼
に
誤

ら
せ
た
ま
ふ
、
覺
壽
わ
か
れ
を

お

し

ミ
、

丞
相

の
御

す

か

た

を
木

像

に
き

さ

ミ

て
ど

㌧
め

た

ま

へ
と

こ

ひ
給

ひ

し

か

ハ
、

み

つ
か

ら

の
影

を
鏡

に
う

つ
し
、

そ

の
こ

と

く
木

像

に

き

さ

み

て
殘

し
置

給

ひ

ぬ
、
.
此
時

い

つ
く

と

も

な

く

十

人

の
化

人

現

し

て
、

た
す

け

造

り
侍

れ

ハ
、

一
夜

の
う

ち

に
成

就

せ

り

と

な

ん
、

ま

こ

と

や
丞

相

は
十

一
面

觀

自

在

の
權

化

と

い

へ
は
、

さ

る

へ
き
表

相

あ
ら

ん
、

そ

の
時

も

ち

ひ

た
ま

ひ

し
小

刀

今

に
有

、

よ

も
す

て

に
深

ゆ

く

ま

丶
に
、

庭

鳥

の
聲

き

こ
え

け

れ

ハ
、

丞

相

、

な
け

ハ
こ

そ

わ

か

れ

も

う
け

れ
鳥

の
音

の
な

か
ら

ん
里

の
あ

か

つ
き

も

か
な

と
詠

し

た

ま

ひ

て
、

立

出

た

ま

へ
り
、

今

に

い

た

り

て

こ

の
里

に
庭

鳥

の
な

き

こ

と

ハ
、

此

御

詠

歌

の
ゆ

へ
と

こ

そ

い

ひ
傳

へ
侍

れ

、

五
粒

の
舍

利

今

な

を

光

明

か

丶
や

き

て
お

ハ
し
ま

せ
り

、

〔繪
〕

(第
九
段
)

延
喜
三
年
二
月
廿
五
日
、
か
の
配
所

に
し
て
つ
ゐ
に
薨
去
ま
し
く

け
れ
は
、
安

樂
寺
に
は
ふ
ふ
り
奉
り
ぬ
、
其

の
ち
安
樂
寺

の
僣
長
權
僣
都

の
も
と
よ
り
、
丞
相

の
遺

告

と

て
、

御

か

た

み

の

い
ろ

く

を
覺

壽

の
も

と

に

を

く

ら

る
。

阿
彌
陀
經道

明
寺
記

に

つ
い
て

般
若
心
經

を

の

く

一
卷

、

こ

れ

ハ
紺

帋

銀

泥

を

も

て
、

ミ

つ
か
ら

書

寫

し
た

ま

ひ

し
也

五
股
鈴

一
箇

自
畫
自
像

一
幅

こ
れ

ハ
八
葉

の
鏡

に
御
影
を
う
つ
し
、
楊
枝
に
て
ゑ
か
き
給

ひ

し

と

な

り
、
世

の
人
楊
枝

の
御
影
と
い
ひ
な
ら

ハ
せ
り
、

寳
劔

一
柄

是

ハ
譽
田
八
幡
宮
よ
り
感
得
し
給
ひ
し
寳
劔
な
り
、

石
帯

一
條

タ

　
　

八
葉
鏡

薔

謌

小
鏡

一
面
響

八
分

櫛
笥

一
箇

此
内
に
櫛

一
枚
濃
紫
の
も
と
結
二
筋
あ
り

瑠
璃
壷

一
箇

是

ハ
宰
府
に
お
も
む
き
た
ま
ひ
し
時
、
宇
佐
の
ほ
と
り
に
て
龍
女
出
現
し

て
、
丞
相
に
奉
り
し
と
な
ん
、
い
ひ
傳

へ
侍
り
ぬ
、

こ
の
し
な
く

い
ま
現
に
寳
藏
に
あ
り
、

〔
繪
〕

四
三



人

文

学

論

集

(第
十
段
)

朱
雀
院
天
醫

矢

貝

日
藏
上
人
艷
道
耋

山
に
の
ほ
り
、
藏
王
菩
薩

ま
み

え
、
又
大
政
威
徳
天
に
ま
み
ゆ
、
大
政
天
告
て
い
は
く
、
我

ハ
こ
れ
上
人
本
國
の

菅
丞
相
な
り
、
我
は
か
ら
さ
る
に
配
流
の
身
と
な
る
、
讒
臣
の
こ
と
を
用
ひ
給

ヘ

ハ
、

つ
ら
き
か
き
り
の
君
臣
を
な
や

ま
し
、
恨
の
ま

丶
に
人
民
を
そ
こ
な
ひ
、
悲

泣
の
な
ミ
た
を
も
て
暴
雨
と
化
し
、
本
國
を
ひ
た
し
て
水
海
と
し
、
わ
か
住
國
と

な
さ
ん
と
は
か
る
、
し
か
れ
と
も
本
國

ハ
蜜
教
流
布
の
所
に
し
て
、
諸
佛
菩
薩
大

悲
の
願
力
を
も
て
、
名
を
明
禪
に
か
り
て
諸
國
に
化
現
し
、
衆
生
を
擁
護
し
、
我

を
な
く
さ
め
さ
と
し
た
ま
ふ
、
我
も
佛
法
を
敬
重
す
る
か
ゆ
え
に
、
お
ほ
い
な
る

害
を
な
さ
す
、
た
丶
わ
か
十
六
萬
八
千
の
眷
屬
の
惡
祚
等
、
よ
り
く

災
難
を
お

こ
す
、

我

こ
れ

を
禁

制

す

る

こ

と

か

た
け

れ

ハ
、

今

一
つ
の
ち

か

ひ
を

た

て

丶
本

篋

に
を

く

ら

ん
、

も

し

人
我

か

た

ち

を

つ
く

り
、

我

名

を

と
な

へ
ね

ん

ご
ろ

に
尊

重

せ

ハ
、

わ

れ

か

な

ら

す
擁

護

せ

ん
、

上
人

此

言

を
あ

ま

ね
く

流

布

す

へ
し
、

も

し
上

人

の
言

を

聞

て
信
受

し

あ

か

め
奉

ら

ハ
、

か

な
ら

す

害

を

な
す

こ

と
あ

ら

し

と
、
是

よ
り

の
ち
諸

國

に
宮

居

を

た

て

丶
勸

請

し
奉

る
、

こ

と

に
當

寺

ハ
有

縁

の

地

な
れ

は
、

講

堂

の
う

し
ろ

に
あ

た

り

て
、

木

を

き

り
、

棘

を

は
ら

ひ
、

あ

ら

た

に
瑞

の
舍

を

つ
く

り

、

ミ

つ
か

ら

き

さ

み
殘

し
給

ひ

し
形

像

を
安

置

し
、

護

法

の

神

と
あ

ふ

き
奉

る
、

今

の
神

祠

の
紳

體

こ
れ

な

り

、
是

よ

り

し

て

土
師

寺

の
名

を

改

め

て
、

道

明

寺

と
名

付

け

侍

り

ぬ
、

道

明

も

ま

た

こ
れ
菅

丞
相

の
御

名

な

れ

ハ

な

り
、

む

か

し

ハ
檀

信

の
盟

あ

つ
く

、

今

ハ
護

法

の
神

と

な

り

ま

し

ま

せ

ハ
、

そ

の
高

徳

を

わ
す

れ
奉

ら

し

と
、

寺

に
名

付

侍

る
な

ら

し
、

〔繪
〕

四
四

(
第
十

一
段
)

後

一
條
院
治
安
二
年
十
月
中
比
、
御
堂
關
白
道
長
公
、
高
野
御
參
詣
の
つ
ゐ
て
、

南
都
七
大
寺
其
外
所

く
の
名
藍
を
巡
礼
し
給

ひ
て
、
同
き
廿
七
日
、
當
國
に
入
せ

給
ふ
道
す
か
ら
、
龜
瀬
山

の
嵐
、
龍
田
河
の
浪
、
い
と
寒
け
き
を
し
の
き
て
、
暮

に
當
寺
に
入
せ
給
ふ
、
ゆ

へ
あ
る
道
場
な
れ

ハ
と
て
、

一
夜
と
丶
ま
り
給
ひ
て
、

翌
日
請
堂
を
お
か
み
め
く
り
給
、
こ
と
に
本
尊
觀
世
音
な
ら
ひ
に
菅
丞
相
の
像

に

向
ひ
て
敬
礼
し
給
こ
と
淺
か
ら
す
と
そ
、
丞
相
の
も
て
な
れ
給
ひ
し
調
度
寳
物
な

と
殘
り
な
く
台
覽
ま
し
ま
す
、
國
司
爲
職
食
堂
に
お
も
の
な
と
い
と
ね
ん
ご
ろ
に

ま
ふ
け
、
御
坐
所
に
は
帷
帳
を
飾
り
莊
麗
を
つ
く
し
、
も
て
な
し
き
こ
え
奉
り
し

と
な
ん
、
扶
桑
略
記
に
こ
と
し
る
せ
り
、

〔
繪
〕

　　

　
　

道
明
寺
記
謄
下

　
　
　
　

河
州
志
紀
郡
土
師
村
道
明
尼
律
寺
記
巻
下

(靆
十
二
段
)

後
嵯
峨
院
寛
元
四
年
、
興
正
菩
薩
當
寺

に
於

て
、
文
珠
供
粮
を
修
し
た
ま
へ
り
、

　
ち
　

口
な
ミ
に
僣
尼
二
百
三
十
六
人
お
な
し
く
菩
薩
戒
を
受
奉
る
、
こ
れ
よ
り
當
寺

の

　
を
ズ
う
　

尼
衆
い
よ
く

菩
薩
の
高
徳
に
歸
し
て
、
比
丘
尼
の
大
戒
口
口
け
、
ま
た
眞
言

の

法
流
を
傳
ふ
、
こ
れ
に
よ
り
て
あ
ら
た
に
供
護
摩
堂
傳
法
堂
お
よ
ひ
御
供
所
を
建

立
せ
り
、



〔繪
〕

〔繪
〕

(第
十
三
段
)

伏
見
院
永
仁
六
年
四
月
、
忍
性
律
師

の
公
に
請
に
よ
り
て
、
西
大
寺
を
は
し
め
三

十
四
箇
寺

の
僣
尼
寺
に
お
ゐ
て
、
守
護
人
等

の
ミ
た
り
か

ハ
し
き
を
禁
斷
す

へ
き

の
よ
し
、
鎌
倉
よ
り
の
下
知
の
趣
、
右
近
將
監
前
上
野
介
兩
剣

の
御
下
文
を
給
は

る
、
當
寺
も
そ
の
隨

一
な
れ

ハ
、
忍
性
律
師
そ
の
む
ね
を
し
る
し
て
當
寺
に
お
く

ら
る
、
ま
た
光
明
院
暦
應
二
年
に
は
、
永
仁
の
例
に
ま
か
せ
て
右
の
三
十
四
箇
寺

に
つ
ゐ
て
、
御
所
疇
を
修
す

へ
き
の
よ
し
、
左
兵
衛
督
よ
り
御
下
文
を
た
ま
ふ
、

右
二
た
ひ
の
御
下
文
ま
た
忍
性
律
師

の
書
簡
、

い
ま
な
を
西
大
寺
に
あ
り
、

(第
十
五
段
)

い
つ
の
比
に
は
、
稻
葉
菱
江
二
村

の
寺
領

ハ
既

に
失
ひ
を
ハ
り
て
、
當
所
は
か
り

を
領
知
し
侍
れ

ハ
、
寺
産
や
う
や
く
減
し
て
、
殿
堂
も
次
第

に
破
壊

に
お

よ

ひ

ぬ
、
こ
と
に
元
龜
三
年
、
當
國
高
屋
城
兵
亂
の
火
災
に
か
か
り
、
殿
堂

一
時

に
煖

燼
と
な
る
、
わ
つ
か
に
佛
像
持
經
菅
紳
の
像
寳
物
な
と
を
と
り
持
て
、
尼
衆
方

く

に
の
か
れ
さ
り
ぬ
、

〔
繪
〕

〔
繪
〕

(第
十
四
段
)

花
園
院
延
慶
三
年
、
和
州
室
生
山
に
お
ゐ
て
、
傳
法
灌
頂
堂
上
の
法

則

あ

り

し

時
、
當
國
古
市
村
西
琳
寺
の
僭
鑁
阿
、
誦
經
導
師
の
役
に
あ

つ
か
る
、
そ
の
朝
彼

表
白
を
披
見
あ
る
折
ふ
し
、
俄
に
菅
紳
影
向
ま
し
く

て
、
道
明
寺
八
葉

の
鏡

ハ

忝
く
も
わ
か
神
體
な
り
、
み
疹
り
に
諸
人
の
手
に
ふ
れ
お
か
す

へ
か
ら
す
、
仁
者

是
を
封
閉
せ
よ
と
告
給
ひ
し
か
ハ
、
鑁
阿

つ
丶
し
ミ
て
祚
宣
の
趣
を
記
し
、
又
八

葉

の
鏡
を
木
を
も
て
う
つ
し
と
丶
め
、
件
の
樣
を
奏
聞
し
け
れ
ハ
、
や
か
て
勅
封

を
く
た
し
給
り
ぬ
、
そ
れ
よ
り
こ
の
か
た
今
に
至
て
か
の
鏡
を
開
く
こ
と
な
し
、

其
記
文
今

に
傳
れ
り
、
鑁
阿

ハ
此
時

當
寺

の
直
歳
を
つ
と
め
ら
れ
し
ゆ
へ
な
れ

ハ

な
り
、

(第
十
六
段
)

天
正
三
年
、
尼
衆
江
州
安
土
に
い
た
り
て
歎
き
訟

へ
け
る
に
、
先
規
の
こ
と
く
當

所
を
領
知
し
、
寺
門
相
續
す

へ
き
の
よ
し
、
す
な
は
ち
御
朱
印
を
く
た
し
給

ひ
し

か
ハ
、
次
第
に
建
立
し
て
、
觀
音
堂
天
滿
宮
僣
房
寳
藏
鐘
樓
等
を
造

營

し

け

れ

と
、
ま
こ
と
に
そ
の
か
ミ
の
か
た
は
か
り
に
侍
る
、
し
か
ハ
あ
れ
と
も
、
五
篇
の

戒
香
餘
薫
を
と
丶
め
、
三
蜜
の
法
燈
殘
光
を
か
丶
け
、
國
家

の
安
全
を
所
り
君
臣

の
和
樂
を
祝
す
、
こ
れ
な
ん
、
富

の
緒
川

の
流
れ
た
え
す
、
天
ミ
つ
神

の
惠
ミ
つ

き
せ
ぬ
物
な
ら
し
、

〔
繪
〕

拾
遺
附
録

道
明
寺
記
に
つ
い
て

四
五



人

文

学

論

集

(第
十
七
段
)

惟
宗
朝
臣
孝
言
、
當
寺
に
き
た
り
て
作
れ
る
詩
あ
り
、

間
宦
多
暇
出
城
外
、
引
歩
便
來
古
寺
門
、
鴈
塔
五
重
承
夜
露
、
鳧
鐘
三
下
報
黄

昏
、
鑼

昔
至
冪

轟

論
糶

鑢

譜

齏

嬾
域
紗
擬

襲

世
尊
、
樹

下
春
闌
懐
舊
處
、
家
山
暫
忘
立
墟
根

此
詩
無
題
集

の
下
卷
に
の
せ
た
り
、

四
六

ん

と
、

そ

の
證

の
明

か

な

る

も

の

を
諸

方

に
も

と

め

た

丶
し
、

又

ハ
殘

り
た

る
古

記
を
も
て
、
か
つ
く

大
畧
を
わ
つ
か
に
書
て
、
畫
圖
を
く

ハ
へ
て
三
卷
と
な
し

し

る

し
を

き

侍

る

の

ミ
な

り

、

天
正
七
己
卯
年
二
月
廿
五
日

〔
繪
〕

(第
十
八
段
)

相
州
田
代
寺
の
尊
性
と
い
へ
る
僣
、
信
州
善
光
寺

に
參
籠
す
る
こ
と

一
七
日
夜
、

わ
れ
命
終

の
後
か
な
ら
す
西
方
極
樂

に
往
生
せ
し
め
給

へ
と
、

一
心
に
所
願
せ
し

か
ハ
、
あ
る
夜
の
夢
に
、
内
陣
よ
り
如
來

の
告
給

ふ
と
覺
え
て
、
木
檍
子

一
百
八

を
つ
ら
ぬ
き
、
こ
れ
を
以
て
數
を
と
り
て
、
念
佛
百
萬
遍
修
行
せ
ハ
、
決
定
し
て

極
樂
國
に
生
れ
ん
、
其
木
檍
子

ハ
河
州
土
師
寺
に
あ
り
と
、
尊
性
夢
さ
め
て
後
、

は
る
く

尋
き
た
り
け
る
に
、

一
人

の
老
翁
出
て
あ
な
い
し
て
、
木
檍
子
を
お
し

ゆ
、
此
法
師
是
を
得
て
念
數
と
し
、

教
の
こ
と
く
修
せ
し
か
ハ
、
臨
終
正
念
に
し

て
往
生
の
本
意
を
と
け
た
り
、
彼
翁
は
白
太
夫

の
神

の
化
現
な
り
と
な
り
、

〔
繪
〕

ノ

(第
十
九
段
)

當
寺

の
記
録
そ
こ
は
く
有
し
も
、
元
蠡
年
中

の
亂
れ
に
あ
ひ
て
お
ほ
く
失
ひ
侍
れ

ハ
、
兵
革
し
つ
ま
り
て
再
興

の
後
、
草
創
よ
り
こ
の
か
た
の
事
實
を
し
る
し
侍
ら

天

滿
宮

本

は
、

そ

の
奥

に

あ

る
通

り
、

天

正

七
年

(
一
五
七
九
)

に
成

立

し

て

い

る
。

外

題

に

「
道

明

寺

記

謄

」

と

あ

る

の

で
、

天

滿

宮

本

は
墓

本

で

は

な

い

か

と

疑

う
向

き

も

あ

ろ

う
。

し

か

し
、

第

十

九

段

に
、

證

の
明

か

な

る

も

の

を
諸

方

よ

り
も

と

め

た

丶
し
、

又

ハ
殘

り

た

る
古

記

を

も

て
、

か

つ
く

大

畧

を

わ

つ
か

に
書

て
、

と
あ
る
よ
う
に
、
道
明
寺
に
關
す
る
記
録
を
傳
鈔
す
る
意
味
で
、

「道

明

寺

記

謄
」
と
外
題
し
た
の
で
は
な
い
か
。
畫
風
、
紙
質
、
裝
幀
の
い
ず
れ
も
安
土
桃
山

時
代
の
繪
卷
物
と
認
定
す
る
に
支
障
は
な
い
。
よ
し
ん
ば
墓
本
で
あ

っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
天
正
七
年
を
さ
ほ
ど
降
ら
な
い
こ
ろ
に
は
出
來
て
い
た
と
思
わ
れ
、

ま
た
、
美
術
的
な
價
値
を
下
げ
て
も
、
そ
こ
に
書
れ
て
い
る
詞
書
の
史
料
的
な
價

値
を
損
う
も
の
で
は
な
い
。

道
明
寺
本
お
よ
び
道
明
寺
三
室
本
は
、
天
滿
宮
本
と
異
な
る
假
名
遣
い
が
見
受

け
ら
れ
る
程
度
で
、
内
容
に
獨
自
性
が
な
い
。
道
明
寺
本
お
よ
び
道
明
寺
三
室
本

が
天
滿
宮
本
を
抄
録
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
兩
者
を
對
比
す
れ
ば

一
目
瞭
然

で
、
多
く
の
読
明
を
要
し
な
い
。
ヒ
こ
ろ
で
道
明
寺
本

の
成
立
は
、
そ
の
奥
書
に

此

一
卷
岩
橋
出
羽
元
古
筆
跡
也
、
本
縁
趣



叡
覽
之
刻

太
上
法
皇
被
觸
御
手
之
旨
、
風
早
三
位
殿
被
傳
之
了

享
保
十

一
年
丙
午
十
二
月
朔
日

柏
亭
直
條

と
あ
り
、
享
保
十

一
年

(
一
七
二
六
)
の
こ
と
で
あ
る
。
柏
亭
直
條
が
岩
橋
元
古
に

書

か
せ
た
も
の
と
い
う
。
道
明
寺
三
室
本

の
成
立
は
、
そ
の
奥
書

に
、

右
の

一
卷
、
こ
の
度
き
う
や
う
ゆ

へ
、
御
の
ぞ
み
に
ま
か
せ
、
惡
筆
と
は
思

と
も
書
寫
せ
し
む
る
な
り
、
ま

こ
と
に
後
見
の
あ
さ
け
り
は
ち
入
候
、

享
保
十
二
丁
未
年
二
月
二
十
五
日

恵
宗
院秀

海

道
明
寺三

の
室
所
持

と
あ
り
、
享
保
十
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
惠
宗
院
秀
海
が
あ
る
人
の
求
め
に
應
じ

急
遽
書
寫
し
た
と
い
う
。
道
明
寺
三
室
本
は
原
本
で
あ
る
天
滿
宮
本
か
ら
直
接
に

書
寫
し
た
の
で
は
な
く
、
道
明
寺
本
か
ら
の
轉
寫
と
思
わ
れ
る
。
道
明
寺
本
と
い

い
、
道
明
寺
三
室
本
と
い
い
、
享
保
十

一
、
二
年
に
相

つ
い
て

「
道
明
寺
記
」
の

略
本
が
書
寫
さ
れ
た
の
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。

寛
永
十
年

(
一
六
三
三
)

お
よ
び
延
寳
二
年

(
一
六
七
四
)

の
水
害
で
道
明
寺
は

諸
堂
祗
の
潰
滅
に
あ
い
、
も
と
天
滿
宮
の
あ

っ
た
高
地
に
堂
塔
伽
藍
お
よ
び
祠
祗

を
移
し
再
興
に
と
り
か
か
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
費
用
を
拈
出
す
る
た
め
に
と

ら
え
た
の
が
天
紳
十
萬
人
講

の
組
織

と
靈
寳

の
開
帳
で
あ
る
。
靈
寳
開
帳
は

「道

明
寺
」
お
よ
び

「天
滿
宮
」
に
所
藏
す
る
古
文
書
に
よ
る
と
、
そ
の
こ
ろ
は
享
保

九
年

(
一
七
二
四
)
か
ら
當
寺

で
開
帳

し
、

さ
ら
に
享
保
十
九
年

(
一
七
三
四
)
に

京
都

へ
、

元
文
五
年

(
一
七
四
〇
)
に
大
坂

へ
出
開
帳
し
て
い
る
。

享
保
九
年
か

道
明
寺
記
に
つ
い
て

ら
ほ
ど
な
い
こ
ろ
に
靈
元
上
皇
が
、
享
保
十
二
年
五
月
に
中
御
門
天
皇
が
、
そ
れ

ぞ
れ
道
明
寺

の
什
寳
を
叡
覽
に
入
れ
ら
れ
、
八
葉

の
鏡
に
勅
封
を
加
え
ら
れ
て
い

醗

聖
上
の
叡
覽
と
勅
封
を
宣
傳
し
て
靈
寳
開
帳

の
權
威
を
高
め
よ
う
と
意
圖
し

た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
聖
上
な
ら
び
に
貴
紳

に
道
明
寺

の
縁
起
を
知

っ
て
も

ら
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
あ
、
あ
る
い
は

「本
縁
起
」

(天
滿
宮
本
)
を
、
あ
る

い
は
略
縁
起

(道
明
寺
本
・
道
明
寺
三
室
本
)
を
作
成
し
て
上
覽
を
願

っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
「
道
明
寺
」藏
の
享
保
九
年
三
月
三
日
付
『開
帳
中
寺
中
寺
外
法
度
書
』

に
よ
る
と
、

「講
中

の
喜
捨
物
、
開
帳
中
の
さ
ん
物
を
も

つ
て
、
ゑ
い
く

水
な

ん

な

き

や

う

に
さ

い
こ

う

を

い
た

す

へ
き

ね

か

い
な

り
」

と

い

い
、

そ

し

て
開

帳

中

の
散

物

と
は

、

「
開
帳

中
講

堂

祗

の
さ

ん

せ

ん
、

な

ら

ひ

に
御

ま

も

り
、

そ

ん

ゑ

い

ヒ
う

み
や

う

り

や

う

、

ゑ

ん
ぎ

」
等

を

想

定

し

て

い
る
。

す

な

わ

ち
賽

錢

、

燈

明

料

の

ほ

か

に
縁

起

(
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

と
で
も
い
う

か
)

の
賣

上

げ

も

財

源

に
入

れ

ら

れ

て

い
た

、
の

で
あ

る
。

「
諸

人

に

れ

い

ち

れ

い
そ

ん
な

る

こ

と
を

し

ら

し

め

る

た

め

」

に
略

(
6
)

縁
起
を
作
り
、
こ
れ
を
印
刷
し
て
賣
捌
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
道

明
寺
こ
と
に
そ
の
天
滿
宮
關
係
の
什
寳
の
開
帳
を
契
機
に
本
縁
起
か
ら
略
縁
起
が

多
く
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
う

一
度
い
う
と
本
縁
起
は

「
天
滿
宮
」
藏
の
繪

卷
物
で
、
略
縁
起
と
は
前
逋
來

の

「道
明
寺
」
藏

の
寫
本
や
、
佛
教
全
書
の
底
本

等
を
指
示
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
問
題
は
本
縁
起
か
ら
略
縁
起
を
作
成
す
る
際

の
記
事

の
精
密
度
で
あ
る
。

假
名
遣
い
の
相
違
は
論
外
と
し
て
、
内
容

の
面
か
ら
と
い
う
と
、
靈
驗
い
や
ち
こ

な
寺
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
意
鬪
か
ら
も
當
然
で
あ
る
が
、
上
卷
お
よ
び
中
卷

は
ほ
と
ん
ど
省
略
し
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
下
卷
に
は
省
略
が
目
立

つ

の
で

あ

る
。
天
滿
宮
本
の
第
十
五
段
お
よ
び
第
十
六
段

の
そ
れ
ぞ
れ
大
牛
を
、
第
十
九
段

四
七



人

文

学

論

集

の
全
部
を
略
本

(佛
教
全
書
す
な
わ
ち
道
明
寺
本
・
道
明
寺
三
室
本
)

は

缺

い

て

い

る
。
道
明
寺
が
元
龜
三
年

(
一
五
七
二
)
の
兵
火
に
罹
り
、
鳥
有

に
歸
し
た
後
、
天

正
三
年

(
一.五
七
五
)、
織
田
信
長
の
朱
印
状
を
給
わ
り
、
復
興
に
着
手
し
て
、
天

正
七
年

(
一
五
七
九
)
に
伽
藍
の
整
備

を
見
る
や
、

そ
れ
を
記
念
し
て

「道
明
寺

記
」
を
作
成
し
た
、
と
い
う
經
緯
を
略
本
で
は
讀
取
る
こ
と
が
不
可
能
な
の
で
あ

る
。な

お
些
細
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
天
滿
宮
本

の
第
十
段
の
終
り
の

「
扶
桑
略
記

に
こ
と
し
る
せ
り
」
の
箇
所
を
、
略
本
で
は
「
ふ
る
き
ふ
み
に
も
し
る
せ
り
」
と
書

換
え
、
「道
明
寺
記
」
の
文
據
を
昧
ま
せ
て
い
る
。
同
じ
く
天
滿
宮
本
の
第
十
三
段

の

「
鎌
倉
よ
り
の
下
知
の
趣
、
右
近
將
監
前
上
野
介
兩
到
の
御
下
文
を
給
は
る
」
、

「
左
兵
衛
督
よ
り
御
下
文
を
た
ま
ふ
」
を
、
略
本
で
は
そ
れ
ぞ
れ

「鎌
倉

の
沙
汰

と
し
て
下
文
を
給
ふ
」

「
下
文
を
給

ふ
」
と
省
略
し
、
北
條
宗
方

・
大
佛
宗
宣
の

連
署
し
た
六
波
羅
下
知
状
お
よ
び
足
利
直
義
下
知
状
な
ど
の
確
乎
と
し
た
古
文
書

の
存
在
性
を
稀
薄
に
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
天
滿
宮
本
で
は
そ
れ
ら
の
下
知
状
が

「
い
ま
な
を
西
大
寺

に
あ
り
」
と
わ
ざ
わ
ざ
斷
わ
っ
て
い
る
の
に
、

略

本

で

は

「
い

ま

な

を
寺

に
あ
り
」
と
、
西
大

の
二
字
を
缺
落
さ
せ
た
た
め
に
、
下
知
状

が
道
明
寺

に
所
藏
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
錯
覺
を
與
え
て
い
る
。
逆
に
、
天
滿
宮
本

の
第
十
段
の

「木
を
き
り
、
棘
を
は
ら
ひ
」
の
箇
所
を
略
本
で
は

「
草
莢
を
ひ
ら

き
、
荊
棘
を
は
ら
ひ
」
と
叙
述
を
風
雅
に
改
め
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
だ
が
總
じ

て
い
わ
ば
、
略
本
は
杜
撰

の
そ
し
り
を
冤
れ
な
い
の
で
あ
る
。

四

四
八

つ
ぎ
に
天
滿
宮
本
に
從

っ
て

「
道
明
寺
記
」
の
考
證
に
移
ろ
う
。
上
卷
の
第

一

段
は
土
師
連
の
遠
租
の
天
穂
日
命
お
よ
び
野
見
宿
禰
に
關
す
る
記
述
で
あ
る
。
天

穂
日
命
は
、
天
照
大
神
と
素
戔
鳴
尊
と
が
誓
約
し
て
互
に
子
を
生
ん
だ
と
き
に
、

(
7

)

天
照
大
神
よ
り
生
れ
た
五
男
神
の
う
ち
の

一
柱

で
あ
る
。
野
見
宿
禰
は
、
垂
仁
紀

七
年
七
月
條
に
當
廓
蹶
速
と
相
撲
し
て
勝

っ
た
人
物
で
、
同
じ
く
三
十
二
年
七
月

條
に
埴
輪

の
起
源
と
土
師
賜
姓

の
傳
承
が
見
え
る
が
、
後
述
す
る
菅
原
賜
姓
に
關

す
る
土
師
宿
禰
古
人
ら
の
請
願
文
に
詳
し
い
。
土
師
八
嶋
連

の
こ
と
は
、
用
明
紀

二
年
四
月
條
に
見
え
、
物
部
氏
滅
亡
の
際
、
蘇
我
側
に
つ
い
て
い
る
。
八
月
朔
日

よ
り
の
祭
禮
を
八
朔
祭
ど
稱
し
、
宮
相
撲
を
行
な
う
慣
習
が
あ

っ
た
。
現
在
は
新

暦

の
九
月

一
日
に
祭
禮
ヒ
大
阪
高
校
相
撲
大
會
を
行
な

っ
て
い
る
。

第
二
段
は
、
土
師
八
嶋
連
の
居
宅
を
改
め
て
土
師
寺
と
な
し
た
こ
と
、
天
應
元

年
h
七
八

一)
に
土
師
宿
禰
古
人
ら
に
菅
原

の
姓
を
賜
わ
っ
た
こ
と
の
記
述
で
あ
る
。

『
續
日
本
紀
』
天
應
元
年
六
月
壬
子
條

に
、
土
師
宿
禰
古
人
、
同
道
長
ら
十
五
人

が

土
師
之
先
、
出
レ自
二天
穂
日
命
ハ
其
十
四
世
孫
、
名
日
二野
見
宿
禰
ハ
昔
者

纒
向
珠
城
宮
御
宇
垂
仁
天
皇
世
、
古
風
尚
存
、
葬
禮
無
レ節
、
毎
レ有
二凶
事
ハ

例
多
殉
埋
、
于
レ時
皇
后
薨
、
梓
宮
在
レ庭
、帝
麒
二命
群
臣
一日
、
後
宮
葬
禮

、

爲
レ之
奈
何
、
群
臣
對
言
、

一
遵
二倭
彦
王
子
故
事
ハ
時
臣
等
遠
祀
野
見
宿
禰

進
奏
日
、
如
二臣
愚
意
ハ
殉
埋
之
禮
、
殊
乖
二仁
政
一
非
二盆
レ國
利
レ人
之
道
ハ

仍
率
二
土
部
三
百
餘
人
ハ
自
領
取
レ埴
造
二諸
物
象
一進
レ之
、

帝
覽
甚
悗
、

以

代
二殉
人
ハ
號
ﾏ1　tl埴
輪
ハ
所
謂
立
物
是
也
、
此
郎
往
帝
之
仁
徳
、
先
臣
之
遺

愛
、
垂
二裕
後
昆
「
生
民
頼
矣
、
式
觀
二
砠
業
(
吉
凶
相
牛
、
若
其
諱
辰
掌
レ

凶
、祭
日
預
レ吉
、
如
レ此
供
奉
、允
合
二通
途
(
今
則
不
レ然
、專
預
二
凶
儀
ハ尋
二



命
祀
業
ハ
意
不
レ在
レ茲
、
望
請
因
二居
地
名
ハ
改
二土
師
一以
爲
二菅
原
姓

一

と
請
願
し
、
勅
許
せ
ら
れ
た
。
埴
輪

の
起
源
傳
説
が
事
實
と
し
て
信
ず
る
に
足
り

な
い
こ
と
は
當
然
で
あ
る
が
、
土
師
氏
が
天
皇
の
喪
葬
を
掌
る
職
掌
を
も
ち
、
土

師
器
の
製
作
に
從
事
す
る
土
師
部
を
率

い
る
件
造
的
氏
族
で
あ

っ
た
こ
と
は
事
實

C
　
)

で
あ
る
。
律
令
制
で
は
凶
禮
の
家
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
を
忌
ん
で
改
氏
姓

(
9
)

を
願

い
、
や
が
て
菅
原

・
秋
篠

・
大
枝

(江
)
の
各
氏
に
分
れ
た
。
幾
内
に
は
土
師

郷
が
河
内
國
志
紀
郡
、
同
丹
比
郡
、
和
泉
國
大
鳥
郡
に
あ
っ
て
(和
名
抄
)
、志
紀
郡

土
師
郷
は
、
和
泉
國
大
鳥
郡
の
土
師
郷
と
な
ら
ん
で
、
そ
の
付
近
に
多
く
の
天
皇

陵
が
散
存
す
る
か
ら
、
土
師
氏
の
傳
統
的
な
本
據
地
と
考
え
て
よ
い
。
土
師
八
嶋

の
連

の
往
宅
を
捨
て
梵
刹
と
な
し
た
こ
と
に
つ
い
て
『
太
子
傳
玉
林
抄
』卷
三
に
、

土
師
者
姓
也
、
八
嶋
者
名
也
、
住
所
河
内
國
土
師
寺
云
、
其
跡
也

と
あ
る
。
伽
藍
配
置
は
、
天
滿
宮
に
所
藏
す
る
古
繪
圖
を
み
る
と
四
天
王
寺
式
の

よ
う
で
、
現
在

「天
滿
宮
」

の
門

の
前
方
に
五
重
塔
の
礎
石
を
殘
し
て
い
る
。

第
三
段
は
、
神
護
景
雲
三
年
(七
六
九
)
に
寺
領
を
賜
わ

っ
た
こ
と
、
白
山
權
現

・
稻
荷
明
祚
の
勸
請
に
關
す
る
記
述
で
あ
る
。
紳
護
景
雲
三
年
に
稻
葉
菱
江
の
二

村
を
寺
領
と
定
め
た
と
い
う
の
は
、

『
元
亨
釋
書
』
卷
二
十
三
資
治
表

の
紬
護
景

雲
三
年
條
に
あ
る

「納
二封
戸
干
土
師
寺
一」
と
い
う
記
事
に
據

っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
養
老
年
中
に
泰
澄
が
白
山
權
現
を
感
見
し
た
こ
と
は
藤
原
敦
光
の

「白
山
上

　o

　

人
縁
記
」
に
あ
る
。
が
、
「
十

一
面
觀
音
、
光
明
赫
熾
と
し
て
現
じ
云
々
」
は
『
元

亨
釋
書
』
卷
十
八
願
雜
の
白
山
明
紳
の
條
に
よ
る
毛
の
と
考
え
ら
れ
る
。
和
銅
年

中
に
稻
荷
明
紳
が
伊
奈
利
山
に
顯
坐
し
た
と
い
う
の
は
、
『
二
十
二
瓧
註
式
』
の
稻

荷
肚
の
條
に

人
皇
四
+
三
代
元
明
天
皇
和
銅
四
轟

始
顯
二坐
伊
奈
利
山
三
箇
耋

塵

、

道
明
寺
記
に
つ
い
て

是
秦
氏
租
申
家
等
拔
レ木
殖
レ蘇
也

と
あ
る
の
に
據

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
無
常
院
は
無
常
堂
と
も
い
い
、
臨
終

の

病
者

(道
俗
と

も
こ

)
を
羃

笹

の
執
葦

斷
た
し
め
、
專
ら
佛
を
念
ぜ
し
む
る
堂
宇

を
指
す
。

中
卷
の
第
四
、
五
、
六
、
七
、
八
、
九
、
十
、
十

一
の
各
段
は
菅
原
道
眞
に
關

す
る
記
述
で
あ
る
。
第
十
段
の
日
藏
上
人
が
金
峯
山
で
大
政
威
徳
天

に
ま
み
え
る

記
述
は
、

『
元
亨
釋
書
』
卷
十
八
願
雜
の
北
野
天
滿
神
の
條

に
よ
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、

大
政
天
語
レ賢
日
、
我
是
上
人
本
國
菅
丞
相
也
、

…
…
我
欲
下
惱
二君
臣
一傷
中

人
民
払
又
思
、
以
二我
生
前
悲
泣
之
涙
一
化
爲
二
大
雨
ハ
浸
二本
國
一爲
二
水
海
一

…
…
爲
二我
住
城
ハ
然
此
國
、
普
賢
龍
猛
、
流
二傳
密
教
一之
地
也
、

又
應
化

諸
聖
、
以
ゴ悲
願
力
一
借
一一名
明
紳
(
游
二住
諸
處
ハ
覆
二護
衆
生
(
彼
諸
名
祚

常
慰
二論
我
(
我
又
愛
二重
佛
教
(
故
不
レ
成
二巨
害
ハ
但
我
十
六
萬
八
千
諸
眷

屬
暴
惡
鬼
神
等
、
隨
レ處
興
レ災
、
我
尚
難
レ禁
、
…
…
而
今
立
二
一
誓
一遺
二本

邦
ハ
上
人
傳
レ
之
、
普
屬
二流
布
一
若
人
作
ご我
形
ハ
稱
二我
名
一慇
懃
尊
重
、我

必
擁
護
、
若
人
聞
二
上
人
言
ハ
信
受
崇
奉
、
我
亦
不
レ爲
二如
レ上
之
害
(

と
い
う

『
元
亨
釋
書
』
の
記
事
を
李
易

に
書
換
え
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

つ
づ

く
第
十

一
段
は
御
堂
關
白
の
藤
原
道
長
が
菅
丞
相
の
像
な
ら
び
に
遺
愛
品
を
拜
閲

さ
れ
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
末
尾
に
付
記
す
る
よ
う
に

『
扶
桑

略
記
』
に
典
據
を
も
つ
。
治
安
三
年
十
月
廿
七
日
條
に
、

(入
道
大
相
國
)
昏
黒
御
二河
内
國
道
明
寺
ハ
國
司
爲
職
裝
二東
食
堂
ハ
帷
帳
之

餝
、
裝
麗
云
盡
、
朝
夕
之
儲
、
敢
不
二忽
諸
ハ
諸
陪
從
南
廬
太
以
過
分

と
あ
る
。
だ
が
道
長
が
菅
丞
相
に
ま

つ
わ
る
靈
寳
類
を
上
覽
し
た
こ
と
は
出
て
い

四
九



人

文

学

論

集

な
い
。
縁
起
作
者
の
作
爲
が
窺
わ
れ
る
。

中
卷
各
段
の
う
ち
、
第
十
段
と
第
十

一
段
は
右
の
通
り
そ
の
典
據
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
第
四
段
か
ら
第
九
段
ま
で
は
典
據
を
捜
す
こ
と
が
困
難

で
あ
る
。
第
四
段
は
、
覺
壽
尼
が
道
明
寺
で
出
家
し
た
因
縁
に
よ
り
、
道
明
寺
と

菅
丞
相

の
檀
信
關
係
が
深
ま
っ
た
こ
と
、
第
五
段
は
、
元
慶
四
年
(八
八
〇
)、

丞

相
が
三
十
六
歳

の
と
き
、

一
刀
三
禮
し
て
十

一
面
觀
音
像
を
彫
刻
し
た
こ
と
、
第

六
段
は
、
元
慶
八
年
(八
八
四
)、

丞
相
が
四
十
歳

の
と
き
、
靈
禪

の
守
護
に
よ
り

五
部
の
大
乘
經
を
書
寫
し
ふ
納
經
し
た
經
塚
か
ら
木
檍
樹
が
生
え
た
こ
と
、
第
七

段
は
、
仁
和
二
年
(八
八
六
)、
丞
相
が
四
十
二
歳

の
と
き
、

阿
字
觀
を
修
し
、
譽

田
八
幡
宮
よ
り
寳
劔
を
感
得
し
た
こ
と
、
第
八
段
は
、
延
喜
元
年
(九
〇
一
)、

丞

相
が
五
十
七
歳

の
と
き
、
太
宰
府

へ
流
謫
の
み
ぎ
り
、
道
明
寺

へ
立
寄
り
、
形
見

と
し
て
佛
舍
利
五
粒

・
等
身
木
像
等
を

の
こ
し
、
訣
別
の

一
首
を
詠
U
た
こ
と
、

第
九
段
は
、
延
喜
三
年
(九
〇
三
)
に
丞
相
が
薨
去
し
た
後
、

安
樂
寺
よ
り
丞
相
の

遺
品
と
し
て
阿
彌
陀
經
以
下
十

一
點
を
迭

っ
て
來
た
こ
と
、
を
そ
れ
ぞ
れ
内
容
と

す
る
。

右
の
各
段
の
記
述
が
歴
史
事
實
で
あ

る
か
ど
う
か
は
決
し
に
く
い
。
菅
原
道
眞

の
傳
記
の
根
本
史
料
で
あ
る

『
北
野
天
紳
御
傳
』
や

『
菅
家
御
傳
記
』
に
は
も
ち

ろ
ん
、
天
紳
信
仰
の
縁
起
物
で
あ
る

『
北
野
縁
起
』
や

『
北
野
天
祚
御
縁
起
』
に

す
ら
、
道
明
寺
關
係

の
こ
と
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

「
道
明
寺
記
」
の
中
卷
は
菅

原
道
眞

の
傳
記

・
靈
驗
譚

の
系
譜

の
な
か
で
は
ほ
と
ん
ど
孤
高
に
近

い

の
で

あ

る
。

「道
明
寺
記
」

の
作
者
は

一
體
何

を
根
據
に
各
段

の
記
述
を
な
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

一
つ
の
ヒ
ン
ト
が

「天
滿
宮
」
所
藏

の
古
文
書
に
あ
る
。

道
明
寺
靈
寳
目
録

五
〇

一
、
天
滿
宮
等
身
尊
像

菅
丞
相
五
十
七
才
自
作

一
、
十

一
面
觀
音

同
三
十
六
才

一
刀
三
礼
御
自
作

一
、
五
部
大
乘
經
書
寫
硯

同
四
十
才
夏
中

一
、
阿
字
之
鏡

同
四
十
貳
才
阿
字
觀
修
行
觀
鏡

一
、
寳
釖

同
譽
田
八
幡
宮
6
感
得
也

一
、
五
色
佛
舍
利

同
御
伯
母
尼
公

へ
御
筐

一
、
等
身
像
彫
刻
小
刀

一
、
阿
彌
陀
經

菅
丞
相
御
自
筆

一
、
般
若
心
經

同
斷

一
、
瑠
璃
壷

同
左
邉
之
時
龍
女
捧
し
也

一
、
五
股
鈴

同
御
所
持

一
、
御
小
鏡

同
斷

一
、
御
櫛
笥

同
斷
、
御
櫛
小
紫
元
結
有
之

一
、
御
石
帶

同
斷

一
、

一
角
御
笏

同
斷

一
、
八
葉
之
鏡

花
園
院
樣

靈
元
院
法
皇
樣

勅
符
也

中
御
門
院
樣

一
、
同
記
文

鑁
阿
阿
闍
梨
筆

一
ふ
楊
枝
之
御
影

菅
丞
相
御
自
筆

右
之
外
數
品
御
座
候
得
共
、
有
増
之
分
以
書
付
奉
申
上
候
、
以
上

道
明
寺
役
人

寛
政
元
年
酉
六
月
廿
六
日

三
根
次
右
衛
門

(黒
印
)



(異
筆
)

「又
四
年
子
十
月
十
九
日
書
上
ケ

松
夲
伊
豆
守
樣
御
巡
見
二
付
十
日
御
召
二
而
被
仰
渡
候
」

御
奉
行
所

巡
見
使

の
上
覽
に
供
す
る
た
め
奉
行
所

へ
提
出
し
た
靈
寳
目
録
で
あ
る
が
、
こ
こ

に
列
擧

の
寳
物
は
み
な

「道
明
寺
記
」

の
第
五
段
か
ら
第
九
段
に
か
け
て
登
場
す

る
靈
寳
で
あ
る
。
書
付
け
の
品
々
こ
そ
、
道
明
寺
が
誇
る
傳
來
の
什
寳
で
あ
り
、

例

の
享
保
年
問
よ
り
始
ま
っ
た
開
帳

も
こ
れ
ら

の
菅
公
に
ま

つ
わ
る

一
連
の
品
々

で
も

っ
て
客
寄
せ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
元
龜
三
年
の
回
禄
の
際

に
も
尼
僣
た
ち
が
持
出
し
、
無
事
災
難
を
冕
れ
た
靈
寳
で
あ
っ
た
に

ち

が

い
な

い
。
十
五
段
の
末
尾
に

「
わ
つ
か
に
佛
像
持
經
菅
紳

の
像
寳
物
な
と

を

と

り

持

て
、
尼
衆
方

く
に
の
か
れ
さ
り
ぬ
」

と
い
う
で
は
な
い
か
。
こ
の
い
わ
ば

"當
時

に
現
存
す
る
"
菅
公
の
靈
寳
物

の
そ
れ
ぞ
れ
に
關
し
て
、

「道
明
寺
記
」
の
作
者

は
、
も

っ
と
も
ら
し
い
因
縁
譚
を
構
成
し
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

下
卷
か
ら
は
ほ
ぼ
歴
史
事
實
と
し
て
み
る
こ
と
が
可
能
で
、
文
據
も
あ
る
。
第

十
二
段
は
寛
元
四
年

(
一
二
四
六
)
に
興
正
菩
薩
が
道
明
寺

で
文
殊
供
養
を
修
し
、

尼
僣

に
菩
薩
戒
を
授
け
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。

『
西
大
勅
謚
興
正
菩
薩
行
實
年

譜
』
卷
上
の
寛
元
四
年
條

に
、

(道
明
寺
)

二
丹
製
二文
殊
講
式

一
卷
ハ

十
月
廿
五
日
於
ご土
師
寺
一授
二菩
薩

戒
於
二
百
三
十
六
人
一

C
　
)

と
あ
る
。
第
十
三
段
は
、
永
仁
六
年

(
一
二
九
八
)、
暦
應
二
年
(
一
三
三
九
)
に
幕
府

よ
り
西
大
寺
以
下
三
十
四
箇
寺
に
下
知
状
を
賜
わ

っ
た
こ
と
を
内

容

と

す

る
。

(
、憂

)

『
西
大
寺
藏
本
』
に
、

「
欲
乙殊
有
レ
申
二御
沙
汰
當
寺

一
門
僣
尼
等
ハ

且
被
レ優
レ

道
明
寺
記
に
つ
い
て

難
レ興
レ宗
、

且
被
レ賞
下致
二御
所
疇
一功
鉛

申
一賜

關
東
御
教
書
一、
令
甲
レ停
二止
御

家
人
并
甲
乙
輩
狼
藉
一子
細
事
」

と
い
う
永
仁
六
年
二
月
日
付
の
西
大
寺
并
諸
末

寺
住
侶
等
言
上
書
を
收
め
、
そ
れ
を
受
け
て
出
さ
れ
た
六
波
羅
下
知
状
は

可
レ禁
・噺
守
護
代
井
地
頭
御
家
人
等
於
二西
大
寺
以
下
諸
寺
一致
申
濫
惡
上事

右
任
ご今
年
四
月
十
日
關
東
御
下
知
之
旨
一可
レ
致
二沙
汰
一之
状
如
レ件

(北
条
宗
方
)

永
仁
六
年
九
月
九
日

右
近
將
監
夲
朝
臣

御
到

(大
仏
宗
宣
)

前
上
野
介
丞
-朝
臣

御
到

と
あ
り
、
そ
し
て

「
關
東
御
所
濤
諸
寺
」
と
し
て
、

西
大
寺
、

招
提
寺
、

菩
提

寺
、
藥
師
寺
、
不
退
寺
、
大
御
輪
寺
、

額
安
寺
、

海
龍
王
寺
、

西
琳
寺
、

般
若

寺
、
喜
光
寺
、
大
安
寺
、
教
興
寺
、
竹
林
寺
、
速
成
就
院
、
淨
住
寺
、
大
乘
院
、

弘
正
寺
、
最
幅
寺
、
泉
輻
寺
、
三
學
院
、

眞
輻
寺
、

惣
持
寺
、

神
願
寺
、

金
剛

寺
、
利
生
護
國
陵

多
田
院
(製

Y

肇

寺

道
明
養

三
箇
陛

豊
浦
寺

光
萋

舍
那
陵

妙
樂
寺
(黌

の
三
+
四
箇
寺
を
擧
げ
て
い
徳

暦
應
二
年

度

の
下
知
状
は
同
じ
く

『西
大
寺
藏
本
』
に
、

當
寺
以
下
三
+
四
箇
寺
簸

斬
肇

、

任
二黍

仁
六
年
四
月
吉

關
雫

知
歌

一、
可
レ被
レ致
二其
沙
汰
一之
歌
如
レ件

　　
　
あ
　
　

暦
應

二
年
十
月
十
三
日

左
兵
衛
督

在
到

西
大
寺
長
老

と
あ
る
。
第
十
四
段
は
、
西
琳
寺

の
僣
鑁
阿
が
菅
神

の
靈
告
を
う
け
八
葉
の
鏡
を

封
閉
し
た
こ
と
の
記
逋
で
あ
る
。
鑁
阿

の
告
文
は
現
在

「天
滿
宮
」
に
所
藏
す
る

が
、
そ
れ
は
次

の
よ
う
な
文
書
で
、

延
慶
三
年
六
月

百

、

於
大
和
國
室
缶

灌
頂
院
被
行
傳
法
灌
頂
鼈

、

大
阿
闍
梨
當
寺
長
老
忍
空
上
人
、
新
阿
闍
梨
和
泉
國
久
米
多
寺
長
老
禪
尓

五

一

〆



人

文

学

論

集

大
徳
、
爰
鑁
阿
令
勤
仕
誦
經
導
師
之
問
、
當
日
夲
旦
披
見
表

白

草

子

之

處
、
垂

天
滿
天
祚
御
影
向
、
封
鑁
阿
令
坐
給
、
印
聯
告
御
詞
云
、

道
明
寺
寳
藏

中

重
寳
等
者
、
我
昔

留

心
一所

遺

置
一也
、

就
中
一葉
鏡

者
日
く
觸

手
一朝

く
移

影
一是

留

此

寺

一何
異

在
生
ハ伊
勢
大
紳
宮
内

侍
所

自

垂
仁
天
皇

御
宇
一被

崇

之
一、
諸
瓧

神
躰
之

在
生

未
ス移

其

影
一矣
、
今

此

鏡
者

面

移

於
影
一裏

留

於
名
一
、身
雖

趣

國
一名

留

此
寺

一、是

偏

爲

國
一爲

民

一也
、
而
近
來
甲
乙
之

輩
稱

結
縁
一輕

く
令

取

出
一觸

手

一撫
之
一
、松
煙

漸

薄

露
點
亦
闕

、
甚

不
可
然
一、

是

我

眞

躰
也
、
御
邊
速

付

封

一、

<
ζ
ζ

ζ

さ

、

御
邊
此

寺

有

功
一
、返
く

隨
喜

、御
邊

行

處

我

必

行
、

此
間
御
氣
色
如
常
、
干
時
鑁
阿
見
於
右
方
、
道
明
寺
之
下
司
忠
仲
有
之
、

御
氣
色
不
常
、
懸
御
詞
云
、

汝

此

事
速

披
露
、

若

緩
怠

汝

子
孫

不
禪

、

爰
鑁
阿
聞
禪
告
御
詞
、
汗
流
身
毛
竪
、
非
夢
非
覺
、
如
此
示
給
忽
然
不
見

給
、

延
慶
三
年
六
月

一
日
巳
剋
記
金
剛
佛
子
鑁
阿

(花
押
)

M<　

?

と
あ
る
。
第
十
五
段
は
、

元
蠡
三
年
(
一
五
七
三
)
の
兵
火
に
罹
り
道
明
寺
が
焼
け

た
こ
と
に
つ
い
て
逋
べ
て
い
る
。
古
市
郡
の
高
屋
城
に
據
る
河
内
守
護
畠
山
高
政

は
永
祿
三
年
(
一
五
六
〇
)
よ
り
三
好
黨

ど
數
次
兵
を
交
え
た
が
、
永
碌
九
年

(
一
五

六
六
)
に
嬉
和

、し
、
永
碌
十
二
年

(
一
五
六
九
)
に
家
督
を
弟
昭
高
に
讓

っ
た
。
跡

目
を
嗣

い
だ
高
山
昭
高
は
擁
立
者
の
守
護
代
遊
佐
信
教
の
た
め
元
龜
三
年
四
月
に

殺
さ
れ
た
。
こ
の
遊
佐
氏
の
反
亂
に
よ
り
道
明
寺
が
燒
失
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

後
、
天
正
元
年
(、一
五
七
三
)
に
織
田
氏

の
兵
が
河
内
に
入
り
遊
佐
氏
を
征
し
た
が
、

五

二

な
お
戰
塵
お
さ
ま
ら
ず
、
最
終
的
に
は
天
正
三
年
(
一
五
七
五
)
四
月
、
高
屋
城
に

據
る
三
好
康
長
が
織
田
信
長
に
降
る
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
天
正
元
年

に
織
田
氏
の
部
將
佐
久
間
信
盛
が
道
明
寺
宛
に
途

っ
た
折
紙
が

「
天
滿
宮
」
に
藏

さ
れ
て
い
る
。

當
手
軍
勢
亂
妨
狼
籍
陣
取
放
火
以
下
之
事
、
堅
令
停
止
訖
、
若
違
犯
之
輩
於

在
之
者
、
速
可
令
成
敗
者
也
、
仍
折
紙
如
件

天
正
元
年

佐
久
間
右
衛
門
尉

十

一
月
十
六
日

信
盛

(花
押
)

道
明
寺惣

中

稻
葉

・
菱
江
の
二
村
は
道
明
寺
が
有
し
た
中
世
以
來

の
莊
園
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
同
じ
く

「天
滿
宮
」
に
は
次

の
二
通
の
折
紙
が
殘

っ
て
い
る
。

菱
江
庄
公
文
職
事
、

雖
行
人
給
候
、

往
古
筋
目
承
分
候
条
、

違
亂
令
停
止

候
、
向
後
之
儀
者
、

御
代
之
任
御
剣
之
旨
、
可
爲
不
入
候
条
、
從
國
方
競
望
不
可
有
之
者
也
、
仍

執
達
如
件

大
永
七

八
月
七
日

盛
通

(花
押
)

(
マ
マ
)

道
明
寺
歳
直
御
房

就
菱
江
与
稻
葉
与
申
事
、
令
放
火
菱
江
之
由
候
、
言
語
道
斷
之
次
第
候
、
國

中
被
定
御
法
度
候
上
者
、
御
成
敗
之
段
、
可
被
仰
出
候
条
、
聊
自
菱
江
不
可

聊
尓
之
働
仕
之
由
、
堅
可
申
之
由
候
、
恐
ζ
謹
言



吉
盆
主
殿
助

五
月
十
九
日

家
次

(花
押
)

由
上
貳
位弘

舜

(花
押
)

道
明
寺
直
蕨
御
房

第
十
六
段
は
、
天
正
三
年
に
織
田
信
長
よ
り
、
戰
火
を
避
け
て
離
散
し
て
い
た

尼
僣
が
戻
り
寺
門
を
相
續
し
、
寺
領
を
知
行
す
べ
き
朱
印
趺
を
賜

い
、
復
興
に
と

り
か
か
る
記
事
で
あ
る
。
信
長
の
朱
印
状

(折
紙
)
は
今
も

「天
滿
宮
」

に
藏
さ

れ
て
い
る
。

當
寺
事
、
今
度
放
火
無
是
非
次
第
也
、
所
詮
各
早
速
可
令
歸
寺
、
當
知
行
等

聊
不
可
有
相
違
候
也
、
仍
状
如
件

天
正
參

十

一
月
九
日

(朱
印
)

道
明
寺

な
お

昊

滿
宮
」
に
は
豊
臣
秀
吉

の
刋
物

・
朱
印
歌
(
い
ず
れ

も
折
紙
)
が
蚤

通
あ
る
。

河
州
志
紀
郡
内
當
寺
領
百
石
事
、
寺
納
不
可
有
相
違
状
如
件

天
正
+

一

八
月
十
二
日

秀
吉

(花
押
)

道
明
寺

河
内
國
志
紀
郡
道
明
寺
内
百
七
拾
四
石
貳
斗
事
、
以
今
度
檢
地
之
上
、
令
寄

進
之
訖
、
可
全
寺
納
候
也

文
禄
三

道
明
寺
記
に
つ
い
て

十
二
月
二
日

(朱
印
)

道
明
寺

蛇
足
で
あ
る
が
、
十
六
段
の
冒
頭
に
「
天
正
三
年
、
尼
衆
江
州
安
土
に
い
た
り
て
」

と
あ
る

「安
土
」
は
岐
阜

の
誤
り
で
あ
ろ
う
か
。
信
長
が
安
土
へ
移
る
の
は
天
正

(
14

)

四
年
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。

拾
遺
附
録

の
第
十
七
段
は
、
本
文
に
あ
る
通
り

『
無
題
集
』
(『本
朝
無
題
詩
』)
が

出
典
で
あ
る
。
第
十
八
段
は
謠
曲
の

「
道
明
寺
」
が
典
據
で
あ
る
。
『
言
繼
卿
記
』

天
文
元
年
五
月
二
日
條
に
演
能
の
こ
と
が
見
え
る
の
で
、

「
道
明
寺
記
」
は
そ
れ

(
15

)

を
簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
で
、
天
滿
宮
本

の

「道
明
寺
記
」
の
考
證
を
絡

る
。
他
に
論
ず
べ
き
こ
と

も
な
く
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
別
の
機
會
に
讓
り
た
い
。

な
お
最
後
に
、
本
稿
作
成

の
經
緯
に
つ
い
て
述

べ
て
お
く
。
昨
年
七
月
、
藤
井

寺
市
道
明
寺

の
三
根
隆
三
氏

の
依
頼
に
ょ
り
、
水
野
恭

一
郎
敏
授
、
丞
-鮪
史
助
教

授
の
指
導
の
も
と
に

「天
滿
宮
」
お
よ
び

「道
明
寺
」

の
古
文
書
調
査
を
行
な

っ

た
。
日
ご
ろ
寺
院
縁
起
に
興
味
を
も
つ
筆
者
は
、

「天
滿
宮
し
で
披
見
し
た

「
道

明
寺
記
謄
」
を
讀
ん
で
行
く
う
ち
に
、
前
述
し
た
通
り
、
佛
教
全
書
に
收
載

の

「

道
明
寺
記
」
と
若
干
異
な
る
こ
ど
に
氣
付

い
た
。
そ
の
こ
と
を
水
野

.
丞
-兩
先
生

に
話
し
た
と
こ
ろ
、
早
速
、
史
料
紹
介
を
せ
よ
と
の
依
囑
を
受
け
た
の
で
、
若
千

の
考
證
を
付
し
て
こ
こ
に
本
誌
に
掲
載
す
る
次
第
で
あ
る
。

水
野
恭

一
郎

・
李
砧
史
の
兩
先
生
は
も
と
よ
り
、
調
査
に
斡
旋
の
勞
を
と
ら
れ

た
三
根
隆
三
氏
、
貴
重
な
古
文
書
類
の
披
閲
を
許
可
さ
れ
た

「
天
滿
宮
」
の
宮
司

・
禰
宜
、

「道
明
寺
」

の
住
職
、
な
ら
び
に
共
に
調
査
し
た
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
野

五
三



人

文

学

論

集

五
四

田
秀
雄
氏
、
江
島
孝
導

・
木
村
靖

・
西
脇
達
彌
の
各
君
に
感
謝
し
た
い
。
水
野
恭

一
郎
先
生
か
ら
古
文
書
の
解
讀
を
指
導
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
特
に
記
し
て
謝

意
を
表
し
て
お
く
。

[
註
】

(
1
)

「
道
明
寺
」
所
藏
古
繪
圖
。

(
2
)

『
明
治
維
新
神
佛
分
離
史
料
』

五
の
六
九
頁
以
下
。

(3
)

『
道
明
寺
町
史
』

四
九
頁
。
字
乾
堂
は

「
道
明
寺
記
」

(天
滿
宮
本
第

三
段
末
尾
)

に
み
え
る
古
代
土
師
寺

の
乾
堂

の
故
地

で
あ
る
。

(4
)

現
在

「
道
明
寺
」
で
は

「
道
明
寺
縁
起

宮
華
族
御
筆
」
と
稱

し
て
い
る
。

(5
)

「
天
滿
宮
」
所

藏
中
御
門
天
皇
女
房

奉
書
寫
お
よ
び
靈
元

上
皇
女
房
奉
書

。

(
6
)

『
圖
書

總
目
録
』

の

「
河
州
志
紀
郡
土
師
村
道
明
尼
律
寺
記
」

の
項
に
よ
る
と
、

「
河
内
道
明
寺
略
縁
起
」

の
別
稱
が
あ
る
版
本
を
長
澤
規
矩
也
氏
が
所
藏
し
て
い
る

と
い
う
。

(
7
)

『
日
本
書

紀
』
祚
代
上
第
六
段
。

(
8
)

『
令
義
解
』
職
員
令
諸
陵
司
條
。

(9
)

『續

日
本
紀
』
延
暦
九
年
十

二
月
辛
酉
條
。

(
10
)

『本
朝
續
文
粹
』
巻

十

一
記
。

(11
)

『
西
大
寺
叡
尊
傳
記
集
成
』

一
二
九
頁
。

(12
)

『大
日
本
佛
教
全
書
』
寺
誌
叢
書
第

二

(舊
版
)

(13
)

紙
面

に
印

(印
文
不
明
)
十

二
あ
り
。

(
14
)

『
信
長
公
記
』
巻

九
。

(
15
)

作
成
謙
太
郎
氏
は

『
謡
曲
大
觀
』
巻

三
の

一
八

二
四
頁
で

『拾
葉
抄
』

に
引
用

の

「
道
明
寺
縁
起
」

に
よ

っ
て
論
じ
て

い
る
が
、

こ
の

「
道
明
寺
縁
起
」
と
は
天
滿
宮

本

の
道
明
寺
記

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。


